
所属

本事業は

その他の説明

に寄与する点において
公益目的事業に該当すると考えます。

予算 ¥152,000合計

を実施するものであって

を通じて

内部事業資金 ¥152,000 外部導入資金 ¥0

分類のチェック事項

６・国民生活支援

公益事業該当理由

の向上を図るために

分類 8
１・講座、セミナー、育成 ２・体験活動等
４・キャンペーン・○○月間

３・調査・資料収集
６・表彰・コンクール５・展示会・ショー

予定日時 無 予定場所 無

７・競技会 ８・その他

不特定多数の参加機会の確保
の有無具体的な方法

無

事業該当番号 10

１・青少年育成 ２・人材育成 ３・環境啓蒙実践
４・国際健全化

１０・法人

事業目的

法廷の諸手続きを確実に行うことで、諸事業を適正に実施し得る公益法人で
あることを社会に示し、社会からの信頼を維持・確保するとともに公益の推進
及び活力のある社会の実現に資すること。一般法人法第96条及び定款第35
条第2項の規定に基づき、公益社団法人相模原青年会議所2026年度の理事
長（代表理事）として、廣田静香君を選出する必要がある。

参加動員計画 無

事業の概要
理事・監事就任登記及び及び資産総額の変更手続、県への変更届出手続き
を行うこと。事業計画書・決算書等の県への提出手続きを行う事。

事業対象者 正会員

2026 年度

公益社団法人　相模原青年会議所

委員会名 議案審査会議 議長 八木　さやか 作成日

事業名称公益法人としての各種届出書類の作成・提出・管理 作成者 八木　さやか 確認日 2025/10/15

事業計画書

１１・収益

５・地域活性化

2025/10/15

法人事業

７・国際交流推進 ８・全体公益 ９・その他の事業
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